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F-210 プレガバリン（適応）（腰部脊柱管狭窄（症）） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、腰部脊柱管狭窄（症）の病名に対するプレガバリン錠の投

与は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 プレガバリン（リリカカプセル・リリカ OD錠）の適応疾患は「神経障

害性疼痛・線維筋痛症に伴う疼痛」であり、神経障害性疼痛は、痛みを伝

える神経の損傷・異常によって引き起こされる疾患である。 

 腰部脊柱管狭窄（症）は、腰部の脊柱管が狭くなり、神経根が圧迫され

ることで痛みやしびれ、歩行困難などの症状が引き起こされる病態である。

神経根の圧迫によって生じる痛みは、神経の関与が類推され、神経障害性

疼痛をきたしているものと考えられる。 

 したがって、腰部脊柱管狭窄（症）に対するプレガバリンの算定は原則

認められると整理した。 

 

 


